
①
男
性
に
対
す
る
差
別
も
禁
止

　
「
女
性
に
対
す
る
差
別
の
禁
止
」

か
ら
「
男
女
双
方
に
対
す
る
差
別

の
禁
止
」
に
拡
大
さ
れ
ま
す
。

　

こ
れ
に
伴
い
、
男
性
も
均
等
法

に
基
づ
く
調
停
な
ど
、
個
別
紛
争

の
解
決
援
助
が
利
用
で
き
る
よ
う

に
な
り
ま
す
。

②
禁
止
さ
れ
る
差
別
が
追
加
・
明

確
化

●
募
集
、
採
用
、
配
置
、
昇
進
、

教
育
訓
練
、
福
利
厚
生
、
定
年
、

解
雇
に
加
え
て
降
格
や
職
種
変

更
、
パ
ー
ト
へ
の
変
更
な
ど
の

雇
用
形
態
の
変
更
や
退
職
勧

奨
、
雇
止
め
に
つ
い
て
も
、
性

別
を
理
由
と
し
た
差
別
が
禁
止

さ
れ
ま
す
。

●
配
置
に
つ
い
て
は
、
同
じ
役

職
や
部
門
へ
の
配
置
で
あ
っ
て

4
月
1
日
か
ら

男
女
雇
用
機
会
均
等
法
が
変
わ
り
ま
す

も
、
権
限
や
業
務
分
担
に
差
が

あ
る
場
合
は
異
な
っ
た
配
置
と

な
り
、
性
別
を
理
由
と
し
た
差

別
が
禁
止
さ
れ
ま
す
。

③
間
接
差
別
の
禁
止

　

外
見
上
は
性
中
立
的
な
要
件
で

も
、
省
令
で
定
め
る
一
定
の
要
件

に
つ
い
て
は
、
業
務
遂
行
上
の
必

要
な
合
理
性
が
な
い
場
合
に
は
間

接
差
別
と
し
て
禁
止
さ
れ
ま
す
。

※
省
令
で
は
次
の
よ
う
に
定
め
ら

れ
て
い
ま
す
。

・
募
集
・
採
用
に
当
た
り
、
労
働

者
の
身
長
、
体
重
ま
た
は
体
力

を
要
件
と
す
る
こ
と

・
コ
ー
ス
別
雇
用
管
理
に
お
け
る

総
合
職
の
募
集
・
採
用
に
当
た

り
、
転
居
を
伴
う
転
勤
に
応
じ

る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
を
要
件

と
す
る
こ
と

・
昇
進
に
当
た
り
、
転
勤
の
経
験

が
あ
る
こ
と
を
要
件
と
す
る
こ

と
①
妊
娠
・
出
産
・
産
前
産
後
休
業

の
取
得
を
理
由
と
す
る
解
雇
に

加
え
、
省
令
で
定
め
る
理
由
に

よ
る
解
雇
そ
の
他
不
利
益
取
扱

い
も
禁
止

　

追
加
さ
れ
た
不
利
益
の
理
由

は
、
次
の
よ
う
に
定
め
ら
れ
て
い

ま
す
。

・
均
等
法
の
母
性
健
康
管
理
措
置

を
受
け
た
こ
と

・
労
働
基
準
法
の
母
性
保
護
措
置

を
受
け
た
こ
と

・
妊
娠
ま
た
は
出
産
に
起
因
す
る

能
率
の
低
下
、
ま
た
は
労
働
不

能
が
生
じ
た
こ
と　

な
ど

　

何
が
不
利
益
取
扱
い
に
当
た
る

か
に
つ
い
て
は
、
指
針
で
次
の
よ

う
に
例
示
さ
れ
て
い
ま
す
。

・
解
雇
、
雇
止
め

・
減
給
、
賞
与
等
の
不
利
益
な
算

定
・
退
職
、
契
約
内
容
変
更
の
強
要

・
不
利
益
な
配
置
の
変
更

・
降
格　

な
ど

②
妊
娠
中
や
産
後
1
年
以
内
に
解

雇
さ
れ
た
場
合
、
事
業
主
が
妊

娠
・
出
産
・
産
前
産
後
休
業
の

取
得
そ
の
他
の
省
令
で
定
め
る

理
由
に
よ
る
解
雇
で
な
い
こ
と

を
証
明
し
な
い
限
り
、
解
雇
は

無
効

　

改
正
後
は
、
男
性
に
対
す
る
セ

ク
シ
ュア
ル
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
（
性
的
嫌

が
ら
せ
等
）
も
含
め
た
対
策
を
講

ず
る
こ
と
が
義
務
に
な
り
ま
す
。

　

対
策
が
講
じ
ら
れ
ず
是
正
指
導

に
も
応
じ
な
い
場
合
、
企
業
名
公

表
の
対
象
と
な
る
と
と
も
に
、
紛

争
が
生
じ
た
場
合
、
男
女
労
働
者

と
も
調
停
な
ど
個
別
紛
争
解
決
援

助
の
申
出
が
で
き
る
よ
う
に
な
り

ま
す
。

　

企
業
名
公
表
の
対
象
と
な
る
と

と
も
に
、紛
争
が
生
じ
た
場
合
、調

停
な
ど
個
別
紛
争
解
決
援
助
の
申

出
が
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。

　

ポ
ジ
テ
ィ
ブ
・
ア
ク
シ
ョ
ン

（
男
女
間
の
格
差
解
消
の
た
め
の

積
極
的
取
組
み
）
に
取
り
組
む
事

業
主
が
実
施
状
況
を
公
開
す
る
に

当
た
り
、
国
の
援
助
を
受
け
る
こ

と
が
で
き
ま
す
。

　

厚
生
労
働
大
臣
（
都
道
府
県
労

働
局
長
）
が
事
業
主
に
対
し
、
均

等
法
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
報

告
を
求
め
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

事
業
主
が
報
告
を
し
な
い
、
ま
た

は
虚
偽
の
報
告
を
し
た
場
合
は
過

料
に
処
せ
ら
れ
ま
す
。

《
問
合
せ
》

兵
庫
労
働
局
雇
用
均
等
室
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労
働
者
が
性
別
に
よ
り
差
別
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
ま
た
、
働
く
女
性
が
母

性
を
尊
重
さ
れ
つ
つ
、
そ
の
能
力
を
十
分
に
発
揮
す
る
こ
と
が
で
き
る
雇
用

環
境
を
整
備
す
る
た
め
、「
男
女
雇
用
機
会
均
等
法
お
よ
び
労
働
基
準
法
」

の
一
部
が
改
正
さ
れ
、
4
月
1
日
か
ら
施
行
さ
れ
ま
す
。
改
正
の
ポ
イ
ン
ト

を
お
知
ら
せ
し
ま
す
の
で
、会
社
を
経
営
を
し
て
い
る
方
は
、改
正
法
に
沿
っ

た
雇
用
管
理
が
な
さ
れ
る
よ
う
、
今
一
度
点
検
を
お
願
い
し
ま
す
。

性
別
に
よ
る
差
別
禁
止
の

範
囲
の
拡
大

妊
娠
・
出
産
等
を
理
由
と
す
る

不
利
益
取
扱
い
の
禁
止

セ
ク
シ
ュ
ア
ル
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト

対
策

母
性
健
康
管
理

ポ
ジ
テ
ィ
ブ
・
ア
ク
シ
ョ
ン

の
推
進

過
料
の
創
設

　

女
性
の
坑
内
労
働
に
つ
い
て
、

女
性
技
術
者
が
管
理
・
監
督
業
務

を
行
え
る
よ
う
に
規
制
が
緩
和
さ

れ
ま
す
。

労
働
基
準
法

女
性
の
坑
内
労
働
の
規
制
緩
和

▲����������������������������������
問わず新たな分野�活躍する機会が増
えている
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